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Ｑ
．
浅
草
の
方
々
は
租
税
教

育
に
熱
心
と
聞
き
ま
す
。

佐
々
木　

納
税
貯
蓄
組
合
連

合
会
の
方
々
が
中
心
と
な
っ

て
、
毎
年
中
学
生
を
対
象
に

「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
作
文
の

応
募
率
は
全
国
平
均
約
15
％

の
と
こ
ろ
、
浅
草
地
区
で
は

な
ん
と
94
％
も
の
生
徒
さ
ん

が
応
募
し
て
く
だ
さ
っ
て
お

り
、
租
税
教
育
に
非
常
に
熱

心
な
地
域
で
す
。
藤
岡
税
務

署
（
群
馬
）
勤
務
の
と
き
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
が
、
職
員

が
学
校
で
租
税
に
つ
い
て
教

え
る
租
税
教
室
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
、
子
ど
も
た
ち
か
ら

お
礼
の
手
紙
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
先
生
に
強
制
さ
れ
た

の
で
は
な
く
自
発
的
に
書
い

て
く
れ
た
よ
う
で
、
と
て
も

う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
社

会
の
成
り
立
ち
に
興
味
を
持

ち
始
め
る
小
学
生
・
中
学
生

時
代
に
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
税

を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え

る
の
は
と
て
も
有
意
義
で
大

切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

Ｑ
．
関
係
団
体
を
含
め
地
域

と
良
好
な
関
係
が
築
け
て
い

ま
す
ね
。

佐
々
木　

署
長
に
就
任
し
て

す
ぐ
に
浅
草
法
人
会
の
皆
さ

ま
が
エ
コ
活
動
の
一
環
と
し

て
行
っ
て
い
る
「
打
ち
水
大

作
戦
」
に
参
加
し
ま
し
た
。

浅
草
名
物
の
サ
ン
バ
カ
ー
ニ

バ
ル
で
も
職
員
が
約
30
人
参

加
し
、
行
列
の
先
頭
近
く
で

打
ち
水
を
し
ま
し
た
。
11
月

13
日
に
は
、
税
を
考
え
る
週

間
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
関
係

団
体
等
主
催
の
「
し
っ
か
り

納
税
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

が
あ
り
ま
す
。
ハ
ー
レ
ー
・

ダ
ビ
ッ
ド
ソ
ン
の
パ
レ
ー
ド

が
あ
り
、
わ
た
し
も
参
加
す

る
予
定
で
す
。

Ｑ
．
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
。

佐
々
木　

国
税
は
い
ま
、
大

量
退
職
時
代
を
迎
え
て
い
ま

す
。限
ら
れ
た
人
員
の
中
で
、

た
く
さ
ん
の
仕
事
を
こ
な
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
事

務
の
効
率
化
と
人
材
育
成
を

同
時
に
進
め
な
く
て
は
な
ら

な
い
局
面
に
立
た
さ
れ
て
い

ま
す
。

行
政
の
効
率
化
と
納
税
者

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
両
面
が

あ
る
の
が「
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
」の

推
進
と「
内
部
事
務
一
元
化
」

で
す
。「
や
り
方
は
い
い
の

か
、
も
っ
と
工
夫
が
で
き
な

い
か
」
と
い
っ
た
検
討
や
改

善
を
行
い
つ
つ
、
こ
れ
ら
を

滞
り
な
く
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。
税
務
署
の
事
務
が
効
率

化
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
行
政

コ
ス
ト
が
減
り
ま
す
。
真
に

納
税
者
の
皆
さ
ま
の
た
め
に

な
る
こ
と
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

多
い
の
も
特
徴
で
す
。

Ｑ
．
税
務
署
を
訪
れ
る
人
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

心
が
け
て
い
ま
す
か
。

佐
々
木　

税
務
署
は
税
務
行

政
の
最
前
線
の
窓
口
で
す
。

ま
ず
税
務
署
で
取
り
組
ん
で

い
る
の
は
、「
待
た
せ
ず
、

た
ら
い
回
し
に
し
な
い
」
と

い
う
こ
と
。
昨
年
７
月
か
ら

「
内
部
事
務
一
元
化
」
と
呼

ば
れ
る
納
税
者
サ
ー
ビ
ス
が

す
べ
て
の
税
務
署
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
申
告

書
の
収
受
も
納
税
証
明
書
の

発
行
な
ど
も
ひ
と
つ
の
窓
口

で
対
応
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。
も
う
ひ
と
つ
は「
親
切
・

て
い
ね
い
に
」。
こ
の
二
つ

に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

同
時
に
納
税
者
サ
ー
ビ
ス

の
根
幹
は
、「
正
し
い
仕
事

を
す
る
こ
と
」
と
日
ご
ろ
職

員
に
指
導
し
て
い
ま
す
。
お

待
た
せ
し
な
い
た
め
の
ス

ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
は
も
ち
ろ
ん

大
切
で
す
が
、
チ
ェ
ッ
ク
が

雑
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
信
頼

の
お
け
る
仕
事
を
し
て
い
る

な
、
と
皆
さ
ま
に
実
感
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
今
後
も
努

力
し
て
い
き
ま
す
。

Ｑ
．
い
ま
最
も
力
を
入
れ
て

い
る
こ
と
は
。

佐
々
木　

ご
自
宅
や
会
社
か

ら
確
定
申
告
書
が
提
出
で
き

る
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ

ス
テ
ム
「
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
」
を
、

浅
草
の
地
で
も
広
く
普
及
さ

せ
た
い
と
全
力
で
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

確
定
申
告
期
に
は
税
務
署

が
特
に
混
雑
し
ま
す
が
、
ｅ

‒

Ｔ
ａ
ｘ
な
ら
順
番
待
ち
も

あ
り
ま
せ
ん
。「
ネ
ッ
ト
で

ど
こ
で
も
申
告
・
納
税
」
を

職
員
一
丸
と
な
っ
て
推
進
し

て
い
ま
す
の
で
、
便
利
な
ｅ

‒

Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
利
用
を
ぜ
ひ

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

Ｑ
．
浅
草
の
街
に
ど
の
よ
う

な
印
象
を
受
け
ま
し
た
か
。

佐
々
木　

浅
草
は
「
浅
草
寺

と
問
屋
・
職
人
の
街
」
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
業
種
ご
と

に
街
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の

が
特
徴
で
す
。
例
え
ば
、
Ｊ

Ｒ
浅
草
橋
駅
付
近
に
は
ひ
な

人
形
店
が
集
い
、
か
っ
ぱ
橋

道
具
街
に
は
食
器
・
厨
房
器

具
な
ど
の
店
が
並
び
ま
す
。

同
じ
業
種
の
問
屋
さ
ん
や
職

人
さ
ん
が
昔
か
ら
一
カ
所
に

集
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

そ
の
よ
う
な
土
地
柄
で
す

か
ら
、
地
域
の
結
束
力
が
と

て
も
強
く
、
行
動
力
も
あ
り

ま
す
。
伝
統
的
に
税
務
に
関

し
て
は
ご
理
解
と
ご
協
力
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、

地
域
の
皆
さ
ま
に
支
え
ら
れ

て
の
浅
草
税
務
署
と
い
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ
．
署
長
お
気
に
入
り
の
ス

ポ
ッ
ト
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

佐
々
木　

浅
草
寺
の
西
側
、

浅
草
Ｒ
Ｏ
Ｘ
界
隈
の
に
ぎ
わ

い
が
好
き
で
す
。
演
芸
ホ
ー

ル
や
花
や
し
き
が
あ
り
、
外

国
人
も
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

国
の
言
葉
が
入
り
混
じ
っ
て

ア
ジ
ア
の
下
町
と
い
っ
た
感

じ
が
し
ま
す
。
花
や
し
き
の

ロ
ー
ラ
ー
コ
ー
ス
タ
ー
は
意

外
と
ス
リ
ル
が
あ
っ
て
楽
し

い
で
す
よ
。

ま
た
、
隅
田
川
沿
い
、
吾

妻
橋
近
く
に
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル

の
本
社
ビ
ル
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
窓
に
話
題
の
東
京
ス
カ

11月13日11月13日ははしっかり納税街頭キャンペーンしっかり納税街頭キャンペーン
浅草税務署　佐々木幸男署長に聞く

社団法人　浅草法人会

めざします　企業の繁栄と社会への貢献
創立60周年
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カールビル４階

TEL：03-3851-1861　FAX：03-3865-9455
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イ
ツ
リ
ー
が
映
る
の
で
す
。

夕
方
に
は
、
夕
日
を
受
け
て

ビ
ル
の
窓
が
一
面
金
色
に
輝

い
て
、
さ
ら
に
そ
こ
に
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
。
借
景
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
と
て
も

き
れ
い
な
の
で
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

Ｑ
．
浅
草
地
区
の
納
税
者
の

特
徴
は
。

佐
々
木　

浅
草
税
務
署
は
、

法
人
課
税
部
門
が
６
部
門
、

個
人
課
税
部
門
は
２
部
門
と

い
う
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通

り
、
法
人
中
心
署
と
い
え
ま

す
。
業
種
と
し
て
は
、食
器
・

厨
房
機
器
・
高
級
雑
貨
・
履

物
な
ど
の
卸
問
屋
や
皮
革
製

品
な
ど
の
メ
ー
カ
ー
が
多

く
、
ま
た
、
浅
草
寺
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
寺
社
関
係
が

海
外
か
ら
の
観
光
客
に
も
大
人
気
の
台
東
区
・
浅
草
。
連
日
多
く
の
人
が
訪
れ
、

浅
草
寺
を
中
心
に
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
浅
草
地
区
を
管
轄
す
る
の
が
、

蔵
前
に
あ
る
浅
草
税
務
署
だ
。
浅
草
に
税
務
署
が
誕
生
し
た
の
は
明
治
29
年
。
当
初

は
厩
橋
（
う
ま
や
ば
し
）
税
務
署
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
管
轄
地
の
分
離
や
戦

災
に
よ
る
統
合
を
経
て
、
昭
和
22
年
に
旧
浅
草
区
一
円
を
管
轄
す
る
現
在
の
浅
草
税

務
署
が
で
き
た
。
以
降
、
浅
草
の
街
と
共
に
歩
ん
で
き
た
同
税
務
署
。
佐
々
木
幸
男

署
長
に
、
街
の
魅
力
と
税
務
署
の
在
り
方
に
つ
い
て
聞
い
た
。（
敬
称
略
）

も
っ
と
広
め
た
い
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
便
性

▼

職
員
手
作
り
の
イ
ー
タ
君
人
形
が
署
長
室
に

東京商工会議所台東支部からのお知らせ

―マル経融資― ―窓口専門相談―
小規模企業のみなさんへ
（士業の方もご利用可能です）

無担保・無保証

1,500万円

（要事前予約）

金利　年1.85％（9月 22日現在）

東京商工会議所　台東支部（℡:3842-5031）
〒111-0033　台東区花川戸2-6-5　台東区民会館1階

法律相談・税務相談
第２木曜・金曜
13:00 ～ 16:00

会員・非会員問わずご利用できます。

＜プロフィール＞
佐々木　幸男（ささき　ゆきお）
北海道出身。旧大蔵省（財務省）主税局、関東信越国税局藤岡税務
署長、税務大学校研究部教授、東京国税局調査第三部統括国税調査
官、同課税第一部主任国税訟務官を経て現職。休日は「ヘラブナ釣
りや渓流釣りに出かけます」。最近はお城の模型作りにも挑戦中。

地
元
と
の
連
携
重
視
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「
非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税
・

贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
」
を
利
用
す

る
際
に
、「
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
」

を
受
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
年
８
月

末
時
点
で
同
認
定
の
申
請
数（
相
続
税
）

が
２
１
４
件
に
上
っ
た
こ
と
が
、
本
紙

の
調
べ
で
分
か
っ
た
。
同
認
定
申
請

は
、
昨
年
９
月
か
ら
始
ま
り
、
こ
こ
数

カ
月
は
月
15
件
ペ
ー
ス
の
増
と
な
っ
て

い
る
。一
方
で
事
前
に
必
要
な「
経
産
大

臣
の
確
認
」
申
請
数
は
減
少
傾
向
で
あ

り
、
各
種
要
件
が
申
請
の
壁
と
な
っ
て

い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
。
同
申
請
は
、
制
度
開
始

直
後
の
期
間
を
除
き
、
毎
月

15
件
程
度
で
増
え
て
い
る

（
グ
ラ
フ
）。

一
方
で
、「
経
済
産
業
大

臣
の
確
認
」
申
請
に
つ
い
て

は
、
今
年
４
月
を
ピ
ー
ク
に

減
少
傾
向
が
続
く
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
納
税
猶
予
制
度

の
利
用
に
積
極
的
な
経
営
者

の
申
請
が
落
ち
着
い
た
可
能

性
が
高
い
と
み
ら
れ
て
い
る
。

「
確
認
」
は
要
件
さ
え
整

え
ば
い
つ
申
請
し
て
も
構
わ

ず
、
申
請
し
た
ら
絶
対
に
同

制
度
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
も
な
い
。
そ

の
た
め
、「
と
り
あ
え
ず
申

請
で
も
」
と
い
う
「
と
り
あ

え
ず
」
族
が
多
く
出
る
と
思

わ
れ
た
が
、
確
認
要
件
が
壁

と
な
り
、
実
際
の
活
用
に
踏

み
出
せ
な
い
と
い
う
経
営
者

も
多
い
よ
う
だ
。

同
要
件
と
は
、
①
上
場
会

社
等
、
大
会
社
、
風
俗
営
業

会
社
で
な
い
こ
と
②
後
継
者

（
１
社
に
つ
き
１
人
で
親
族

に
限
る
）
が
確
定
し
て
い
る

こ
と
③
経
営
者
が
、
確
認
申

請
時
に
お
い
て
、
同
族
関
係

者
と
合
わ
せ
て
総
株
主
の
議

決
件
数
の
50
％
超
を
有
し
、

か
つ
同
族
関
係
社
内
で
筆
頭

株
主
（
議
決
件
数
で
判
定
）

で
あ
っ
た
こ
と
④
経
営
者
が

有
す
る
自
社
株
や
事
業
用
資

産
を
支
障
な
く
後
継
者
に
承

継
す
る
た
め
の
具
体
的
な
計

画
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
や
②

は
同
税
制
を
利
用
す
る
上
で

当
然
ク
リ
ア
し
て
い
る
べ
き

こ
と
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、

④
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
申

請
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
税

理
士
法
人
に
よ
る
と
、「
中

企
庁
が
公
開
し
て
い
る
マ

ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
書
け
ば
大

丈
夫
」
と
い
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
に

な
っ
て
く
る
の
は
③
で
、
筆

頭
株
主
と
な
る
持
ち
株
会
社

を
作
っ
て
い
る
な
ど
、
規
定

を
満
た
せ
な
い
場
合
も
あ

る
。
税
理
士
な
ど
専
門
家
に

相
談
し
、
事
前
に
手
段
を
講

じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
事
業
承
継
税

制
を
利
用
す
る
際
、
問
題
と

な
っ
て
く
る
要
件
の
ひ
と
つ

に
、「
特
別
子
会
社
」
の
規

定
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
６
親

等
・
３
姻
族
内
の
人
が
大
会

社
や
風
俗
営
業
会
社
な
ど
の

株
式
を
50
％
以
上
保
有
し
て

い
る
と
、
納
税
猶
予
が
受
け

ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
。
一

般
的
に
は
６
親
等
先
の
職
業

な
ど
は
把
握
し
て
い
な
い
こ

と
も
多
く
「
厳
し
過
ぎ
る
」

と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い

た
。実

は
、
こ
れ
に
つ
い
て
経

産
省
は
、
平
成
23
年
度
税
制

改
正
要
望
の
中
に
「
納
税
猶

予
制
度
の
特
別
子
会
社
お
よ

び
同
族
関
係
者
に
係
る
適
用

要
件
な
ど
の
見
直
し
」
を
盛

り
込
ん
で
お
り
、「
こ
れ
は

親
族
・
姻
族
の
規
定
の
見
直

し
に
な
る
」
と
い
う
話
が
一

部
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
。

今
後
、
よ
り
使
い
や
す
い

制
度
へ
と
整
え
ら
れ
て
い
く

可
能
性
も
高
そ
う
な
だ
け

に
、
制
度
の
活
用
を
視
野
に

入
れ
て
お
き
た
い
。

事
前
確
認
は

や
ら
な
き
ゃ
損
？

事
業
承
継
税
制
の
適
用
に

は
、「
経
済
産
業
大
臣
の
認

定
」
が
不
可
欠
。
ま
た
、
そ

の
認
定
を
受
け
る
た
め
に

は
、「
計
画
的
な
承
継
に
係

る
取
組
」
に
関
す
る
同
大
臣

の
「
確
認
」
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
う
ち
「
経
済
産
業
大

臣
の
認
定
」（
相
続
税
）
の

件
数
に
つ
い
て
は
、
同
申
請

開
始
か
ら
丸
１
年
が
経
過
し

た
８
月
末
時
点
で
計
２
１
４

件
に
上
る
こ
と
が
分
か
っ

経産大臣の認定経産大臣の認定200200件突破件突破事業承継税制

【グラフ】経済産業大臣の確認と認定件数

すでに準備は万全

国
税
庁 

年
金
保
険
料
を
強
制
徴
収

　

国
税
庁
が
滞
納
年
金
保
険
料

の
強
制
徴
収
に
向
け
て
、
臨
戦

体
制
だ
。

　

今
年
１
月
、
社
会
保
険
庁
が

解
体
さ
れ
、
日
本
年
金
機
構
が

発
足
し
た
。そ
れ
に
と
も
な
い
、

厚
生
年
金
保
険
法
、
国
民
年
金

法
が
そ
れ
ぞ
れ
改
正
さ
れ
、
国

税
庁
が
、
厚
生
労
働
大
臣
の
委

任
に
よ
り
、
年
金
保
険
料
の
強

制
徴
収
を
実
施
す
る
こ
と
な
ど

が
整
備
さ
れ
た
。

　

国
税
庁
に
よ
る
強
制
徴
収
の

対
象
と
な
る
の
は
、「
２
年
以

上
滞
納
し
、
滞
納
額
が
１
億
円

以
上
の
事
業
者
」
お
よ
び
「
２

年
以
上
滞
納
し
、
前
年
の
所
得

が
１
千
万
円
以
上
の
個
人
」
の

う
ち
、
財
産
を
隠
ぺ
い
し
て
い

る
可
能
性
の
あ
る
ケ
ー
ス
や
、

機
構
が
滞
納
処
分
を
行
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
支
払
い
の
意
思

が
み
え
な
い
ケ
ー
ス
な
ど
。
い

ま
の
と
こ
ろ
、
国
税
庁
へ
の
委

任
は
届
い
て
い
な
い
と
い
う
。

　

国
税
庁
に
よ
る
強
制
徴
収
が

実
施
さ
れ
る
と
、
租
税
と
年
金

保
険
料
の
い
ず
れ
も
滞
納
し
て

お
り
、
滞
納
者
が
そ
の
全
額
を

支
払
う
だ
け
の
金
銭
を
所
持
し

て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ

る
が
、
こ
の
場
合
、「
ど
ち
ら

を
支
払
う
か
に
つ
い
て
は
、
本

人
の
支
払
う
意
思
を
尊
重
す

る
」（
国
税
庁
）。
な
お
、
差
し

押
さ
え
な
ど
の
処
分
に
至
っ
た

場
合
に
は
、
租
税
債
権
が
優
先

さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
強
制
徴
収
が
開

始
さ
れ
れ
ば
、
国
税
当
局
に

と
っ
て
は
純
負
担
増
と
な
る

が
、「
す
で
に
、
１
月
の
法
改

正
を
踏
ま
え
て
人
員
配
置
さ
れ

て
い
る
」（
同
）。
対
象
と
な
る

の
が
悪
質
な
滞
納
事
案
で
あ
る

こ
と
か
ら
、税
務
署
で
は
な
く
、

各
国
税
局
の
特
別
徴
収
部
門
で

の
対
応
と
な
る
。

　

日
本
年
金
機
構
の
発
足
か
ら

す
で
に
９
カ
月
が
経
過
し
て
お

り
、
国
税
庁
へ
の
委
任
が
い
つ

始
ま
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状

況
。
国
税
庁
は
、「
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
の
委
任
が
あ
れ
ば
、

粛
々
と
滞
納
整
理
を
進
め
る
」

と
し
て
い
る
。

国税庁は毎事務年度、「達成すべ
き目標」を掲げている。これは、一
般の会社における業務目標ともいえ
るもの。
その内容は多岐にわたり、目標を
達成できたかどうかはすべて数値に
よって測ることができるようにされ
ている。
たとえば、「電子申告などＩＴを
活用した申告・納税の推進に努めま
す」という目標については、e-Tax
の利用件数を測定したり、利用した
人へアンケートを実施するなどし、
あらかじめそれらの目標値を定めて
おくことで、設定目標を上回ったか
否かで「達成した」のＳから「進展
がなかった」のＤまで、５段階評価
をつける。
平成21年度の結果は、e-Taxの利
用件数が昨年より増加していたこと
で目標達成、利用満足度は60％と

いう目標値に対して62.3％だったために目標達
成、また「確定申告書等作成コーナー」の利用
満足度は80％の目標値に対して67.9％だったた
め未達成─などで「Ｂ」となっている。
この評価、同年度はＡが５個、Ｂが６個とい
う結果で、成績表でいえば「オール良」といっ
た様相を呈している。ずば抜けたものはないが
平均的にできる優等生といった感じで、それだ
け国税庁がよくやっているともいえるが、「達
成すべき目標」について外部の有識者が意見を
寄せる懇談会の場では、出席者から「ＡとＢば
かり並んでいるのでは比較のしようがない」「よ
く達成したならＳでいいし、どういった理由で
あれ未達成ならＣも必要」といった意見が飛ん
だ。

オ
ー
ル
Ａ
の
通
信
簿
に
苦
笑
い

〝役人仕事〟へ
外部委員ダメ出し

公益法人として
社会のお役に立っています。

社団法人浅草法人会
会長　金田達明

浅
草
の
企
業
の
約
半
数
の
４
千
社
の
経
営
者

が
会
員
と
な
っ
て
自
己
研
鑽
を
し
、
税
知
識
の

普
及
、
納
税
知
識
の
向
上
お
よ
び
税
制
改
正
要

望
等
お
よ
び
企
業
経
営
に
役
立
つ
情
報
の
提
供

に
よ
り
社
会
の
利
益
増
進
に
役
立
つ
会
と
し

て
、
活
動
し
て
60
年
、
国
税
局
の
も
と
社
団
化

し
て
43
年
と
な
り
ま
す
。
申
告
納
税
制
度
も
電

子
申
告
納
税
制
度
と
な
り
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
等
導

入
を
働
き
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
地

域
に
密
着
し
た
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
租
税
教

育
や
打
ち
水
に
よ
る
地
域
温
暖
化
防
止
に
も
取

り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
平
成
20
年
12
月
に

施
行
さ
れ
た
新
公
益
法
人
へ
の
移
行
認
定
の
申

請
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
未
入
会
の
法
人
企
業

の
皆
様
に
は
、
是
非
と
も
会
員
と
な
り
、
公
益

事
業
へ
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
社

会
的
評
価
を
分
か
ち
合
い
、
企
業
価
値
を
高
め

ま
し
ょ
う
。

浅
草
法
人
会
は
こ
れ
か
ら
も「
正
し
い
納
税
、

健
全
な
経
営
、
社
会
貢
献
」
を
テ
ー
マ
に
企
業

と
社
会
の
発
展
に
力
を
注
い
で
い
き
ま
す
。
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ＴＡＸ・経営プチ解説ＴＡＸ・経営プチ解説
台東区エリア版 浅草署編

総務省統計局がまとめた統計調査によると、わ
が国の総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合
は 23.1％（平成 22 年９月 15 日時点）で、過去最
高値を記録している。およそ４人に１人が 65 歳
以上で、80 歳以上のお年寄りは実に 826 万人に
も上るという。紛れもなく「超高齢化社会」に突
入しているわけだ。
高齢化社会の進行を背景に深刻な問題として浮
上しているのが、住居問題。高齢者は、病気や事故
による家賃滞納などが不安視され、賃貸住宅への
入居を拒否されるケースが珍しくない。こうした
ケースを減らすため、同 13 年に施行されたのが
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」である。

借金を相続放棄
保険金は遺贈扱い

長年連れ添った夫（妻）が多額の借金を遺して
他界―。ショックも二重というものだが、「さ
すがに借金まで引き継げない」ということなら、
相続放棄という手もある。
相続放棄は、相続を知った日から３カ月以内に
家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、認め
られればその相続についてはじめから相続人では
なかったものと見なされる制度。
相続放棄することにより、借金などマイナスの
財産は引き継ぐ必要はなくなるが、同時にプラス
の財産も相続できなくなるので、すべての財産を
確認した上で慎重な判断が必要だ。
ところで、被相続人が契約者（保険料負担者）
および被保険者、相続人が保険金受取人という生
命保険契約の場合、相続発生により相続人に支払
われる死亡保険金は「みなし相続財産」として相
続税の課税対象となる。
相続放棄した場合でも、自分が受取人となって
いる保険金は受け取ることが可能だが、この場合
は「相続」ではなく「遺贈」となるため税務上の
取り扱いに注意が必要だ。
遺贈により取得した財産にも相続税は課税され
る。このため、相続税の基礎控除や配偶者の相続

税の軽減などは適用できるが、相続放棄して遺贈
により取得した保険金の場合、生命保険の非課税
枠である「500 万円×法定相続人数」は適用でき
ない。
ただし、死亡保険金でも契約形態によって相続
税がかからないケースもある。たとえば契約者（保
険料負担者）と保険金受取人が同じ場合は、保険
金受取人の一時所得として所得税の課税対象。保
険金を受け取る際には保険証券の内容をもう一度
確認しておきたい。

高額医療費の対象
医療費控除と異なる

大病をして大きな医療費がかかってしまったと
きなどに、一般の医療保険などに加入していなく
ても、その際要した費用の還付を受ける方法があ
る。
「高額療養費」と「医療費控除」の両制度だ。
「高額療養費」は、医療機関でかかった医療費
の月額が８万 100 円（医療費が 26 万７千円を超
えた場合は超えた部分の１％を加算）を超えた場
合、その部分について医療費の還付を受けられる
というもの（所得により基準は異なる）。
また、「医療費控除」は、自分および自分と生計を
一にする家族が年間にかかった医療費が、10 万
円か所得金額の５％を超える場合、その超えた部

分を所得税の税額から控除できるというものだ。
高額療養費と医療費控除は高額の医療費を国に
よって補助するという点で同一だが、その要件の
詳細には異なる点も多い。
基本的に、高額療養費は医療保険の適用となる
ものが対象となる。
これに対し、医療費控除は出産費用や差額ベッ
ド代なども含まれる場合があるほか、病院へ通院
するための交通費やドラッグストアなどで購入し
た市販の医薬品もその対象。
これらの制度を利用するためには、かかった医
療費を算出する必要があるが、医療費控除は、１
年間に世帯全体で支払った対象医療費を合算する
が、高額療養費や民間保険などで補てんされた部
分は合算金額からマイナスしなければならない。
これに対して高額療養費は、同じ医療機関・同
じ診療科に１カ月の間に支払った医療費が対象
（一部例外あり）となり、民間保険で補てんされ
た部分を除く必要はない。

同法では、高齢者向け優良賃貸住宅を新築した
個人・法人に対するさまざまな優遇税制が設けら
れ、高齢者の住居問題に一定の効果を挙げている。
その優遇税制とは、高齢者向け優良賃貸住宅の新
築から５年間⑴固定資産税を３分の１に減額する
⑵一定割合を割増償却できる―というもの。
なお、ここでいう高齢者向け優良賃貸住宅とは
①床面積 35 平方メートル以上②部屋数が５戸以
上③同 23 年３月 31 日までに新築されたもの④同
法に基づく国、地方公共団体からの補助金（住宅
の共用部分や、手すり、緊急通報装置の設置、段
差の解消などに対する補助金）を受けている――
のすべての条件を満たす住宅を指す。
ところで、⑴の措置については、同 22 年３月
31 日でいったん期限切れを迎える予定だったが、
今年の税制改正により 1年間延長された。また、
⑵の措置については、同 23 年３月 31 日で適用期
限が到来するため、来年度の税制改正の過程で、
その存続が議論されることになる。

素材が高額な資産
減価償却対象外

会社で機械や装置、備品やクルマといった資産
を購入したとき、考えなくてはならないのが減価
償却。
中小企業なら一定要件のもと、取得費用が 30

万円以下なら全額を購入した事業年度の損金とで
きる特例がある。そのため、こちらを適用する場
合は耐用年数などを気にせずともよい。しかし、
業務用の特殊な機械や装置ともなると値が張るも
の。30 万円では済まないものは数えたらきりが
なく、やはり減価償却の必要が出てくる。
とはいえ、高額でも減価償却しなくてよいもの
もある。「貴金属の素材の価額が大部分を占める
固定資産」がそれだ。主に工業や理化学実験など
に使われるものに多く、具体的には、ガラス繊維
製造用の白金製の溶解炉、光学ガラス製造用の白
金製るつぼなどがある。
これらのように、貴金属の価額が取得価額の大
部分を占めているもので、かつ、一定期間使用後は
素材に還元して鋳直してから再使用することを常
態としているものは減価償却資産には該当しない。
この場合、鋳直しに要する費用（地金の補給の
ために要する費用も含む）の額は、鋳直しをした
日の属する事業年度の損金の額に算入する。
時の流れによって価値が減少しない資産も減価
償却資産には該当しない。ここで挙げた資産の場
合、減価するのは鋳直し費用のみで、素材部分は時
が経過しても減価しないと考えられているからだ。
一方で、耐用年数表には「白金ノズル」が入っ
ている。白金ノズルも素材価値が大部分を占めて
いるが、こちらは鋳直しの頻度が高い点で溶鉱炉
とは異なる。そのため、白金ノズルおよび白金ノ
ズルに類する工具で貴金属を主体とするものにつ
いても、減価償却が可能だ。

高齢者住宅に税優遇
固資税が３分の１に

▲
 

高
齢
者
の
住
環
境
は
発
展
途
上

▲
 

医
療
費
控
除
の
対
象
は

意
外
に
広
い

―主な活動は―
◆税や財政・企業経営などをテーマとした講演会やセミナーを開催して
います。
◆最新の税制や経営情報を提供しています。
◆様々な分野の経営者が集まって異業種交流を行っています。
◆充実した福利厚生制度により企業や従業員の安心をサポートします。

●入会のお申し込み・お問い合わせはお近くの法人会事務局までご連絡ください。
上記は法人会の標準的な活動を紹介しています。法人であれば規模、業種を問わず法人会にご加入いただけます。
会費はそれぞれの法人会によって異なります。

　法人会は、適正な申告納税をめざす企業の
間から生まれた団体です。
　地域経済の中核を担う中小企業の活性化に
つながる税制改正提言や、未来を担う子供達
に租税教育を行うなど、会員企業が自ら中心
となって様々な活動を展開し、地域社会のお
役に立ち信頼される存在になろうと努めてお
ります。

めざします。企業の繁栄と社会への貢献めざします。企業の繁栄と社会への貢献

全国法人会総連合会長
大橋　光夫

全法連は、約100万社の会員企業
41都道県に442の会を擁する団体です。

財団法人 全国法人会総連合

法人会では皆様のご参加をお待ちしています。

〒160-0002　東京都新宿区坂町 13-4
TEL.03-3357-6681　http://www.zenkokuhojinkai.or.jp
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消
費
税
法
で
は
、
生
産
か
ら
流
通

に
至
る
各
段
階
で
二
重
、
三
重
に
消

費
税
を
課
さ
な
い
よ
う
に
、
課
税
売

上
に
係
る
消
費
税
か
ら
課
税
仕
入
れ

に
係
る
消
費
税
を
控
除
し
、
消
費
税

が
累
積
し
な
い
仕
組
み
が
採
ら
れ
て

い
る
。

と
こ
ろ
が
、「
消
費
税
を
課
さ
な

い
」（
消
費
税
法
６
条
）
と
す
る
非

課
税
規
定
の
適
用
業
種
に
な
る
と
、

消
費
税
が
課
税
さ
れ
な
い
代
わ
り

に
、
仕
入
税
額
控
除
が
適
用
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
非
課
税
規
定
で
頭
を
抱
え
て

い
る
ひ
と
つ
に
医
療
機
関
が
あ
る
。

保
険
診
療
を
行
う
医
療
機
関
で
は
、

患
者
か
ら
消
費
税
を
取
ら
な
い
。
さ

ら
に
、
非
課
税
と
い
う
こ
と
で
、
問

屋
か
ら
医
薬
品
な
ど
を
仕
入
れ
る
と

き
に
負
担
し
た
消
費
税
を
控
除
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
最
終

に
は
、「
課
税
期
間
中
に
国
内
に
お

い
て
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に
係
る
消

費
税
額
」
を
負
担
し
な
い
仕
組
み
を

構
築
し
な
け
れ
ば
、
真
の
意
味
で
の

非
課
税
に
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。

そ
こ
で
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
る
の
が
「
ゼ
ロ
税
率
」
の
導
入

だ
。
こ
れ
は
、
消
費
税
の
仕
組
み
か

ら
、
保
険
診
療
報
酬
を
消
費
税
の
課

税
対
象
と
し
た
上
で
、「
ゼ
ロ
税
率
」

＝
「
免
税
制
度
」
を
導
入
す
る
と
い

う
も
の
。
現
行
消
費
税
法
で
も
、「
課

税
期
間
中
に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た

課
税
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
」
を

負
担
し
な
い
仕
組
み
と
し
て
、「
消

費
税
を
免
除
す
る
」（
消
費
税
法
第

７
条
・
輸
出
免
税
等
）
免
税
制
度
が

あ
る
。

一
方
で
ゼ
ロ
税
率
と
は
、
課
税
資

産
の
譲
渡
な
ど
の
対
価
を
課
税
扱
い

す
る
こ
と
に
よ
り
、
標
準
税
率
に
対

し
て
税
率
を
ゼ
ロ
パ
ー
セ
ン
ト
に
す

る
こ
と
で
課
税
を
免
除
す
る
の
だ
。

ゼ
ロ
税
率
を
採
用
す
る
と
、
形

式
的
に
は
消
費
税
の
課
税
と
な
る

が
、
消
費
税
の
税
率
は
ゼ
ロ
パ
ー
セ

ン
ト
な
の
で
、
消
費
税
の
負
担
が
生

じ
る
こ
と
な
く
、
事
業
者
は
「
課
税

資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
で
あ
る

課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額

（
０
％
）」
か
ら
「
そ
の
課
税
期
間
中

に
国
内
に
お
い
て
行
っ
た
課
税
仕
入

れ
に
係
る
消
費
税
額
」
を
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
ゼ
ロ
税
率
に
す
れ
ば
患
者
負
担

は
生
ぜ
ず
、
ま
た
医
療
機
関
に
も
消

費
税
負
担
は
生
じ
な
い
わ
け
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
、
食
料
品
や
医
薬
品
、
居
住

用
建
物
の
建
築
等
に
つ
い
て
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
医
薬
品
（
医
療

機
関
に
よ
る
処
方
）
な
ど
に
ゼ
ロ
税

率
を
採
用
し
て
い
る
。

現
状
、
ゼ
ロ
税
率
の
導
入
は
、「
医

師
会
だ
け
の
要
望
で
は
力
が
弱
過
ぎ

る
」
と
の
声
も
少
な
く
な
い
。
介
護

サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
同
様
で
あ
り
、
関

連
業
界
か
ら
の
要
望
が
待
た
れ
て
い

る
。

非課税制度はありがた迷惑

▲消費税アップとなればさらに厳しいことに…

消
費
者
と
し
て
消
費
税
を
負
担
す
る

こ
と
に
な
る
の
だ
。

ま
た
、消
費
税
の
課
税
仕
入
れ
は
、

医
薬
品
の
仕
入
れ
だ
け
で
な
く
、
水

道
光
熱
費
な
ど
の
諸
経
費
、
医
療
器

械
や
備
品
の
購
入
費
な
ど
、
消
費
一

般
を
課
税
対
象
と
す
る
の
で
、
こ
こ

で
も
消
費
税
負
担
が
生
じ
て
く
る
。

そ
の
た
め
、
日
本
医
師
会
で
は
、

か
ね
て
よ
り
非
課
税
規
定
の
撤
廃
を

求
め
税
制
改
正
要
望
を
提
出
し
て
い

る
。
こ
の
ほ
ど
ま
と
め
た
平
成
23
年

度
税
制
改
正
要
望
に
も
、
重
点
要
望

と
し
て
消
費
税
問
題
を
盛
り
込
ん

だ
。
具
体
的
に
は
、
①
社
会
保
険
診

療
報
酬
な
ど
に
対
す
る
消
費
税
の
非

課
税
制
度
を
、
仕
入
税
額
控
除
が
可

能
な
課
税
制
度
に
改
め
、
か
つ
患
者

負
担
を
増
や
さ
な
い
制
度
に
改
善
す

る
②
改
め
る
ま
で
の
緊
急
措
置
と
し

て
、
設
備
投
資
に
か
か
わ
る
仕
入
税

額
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
創
設
す

る
③
社
会
保
険
診
療
報
酬
な
ど
に
対

す
る
事
業
税
非
課
税
の
特
例
措
置
を

存
続
さ
せ
る

│
な
ど
だ
。

日
本
医
師
会
の
今
村
聡
常
務
理
事

は
、
記
者
会
見
で
、
医
療
機
関
で
は

社
会
保
険
診
療
収
入
の
２
％
以
上
の

割
合
で
控
除
対
象
外
消
費
税
が
発
生

し
て
い
る
と
デ
ー
タ
で
提
示
。
仮

に
割
合
が
２
・
２
０
％
だ
っ
た
場

合
、
診
療
報
酬
に
上
乗
せ
さ
れ
た

１
・
５
３
％
が
補
て
ん
さ
れ
て
い
る

と
し
て
も
、
残
り
の
０
・
６
７
％
を

負
担
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
と
指
摘

し
、
２
０
０
８
年
度
の
国
民
医
療
費

の
動
向
か
ら
試
算
し
た
医
療
機
関
全

体
の
負
担
額
は
約
２
２
０
０
億
円
に

な
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
控
除
対

象
外
消
費
税
は
医
療
機
関
の
経
営
を

圧
迫
す
る
大
き
な
原
因
で
あ
り
、
抜

本
的
に
解
決
し
て
ほ
し
い
と
強
調
。

ま
た
、「
医
療
機
関
が
き
ち
ん
と
存

続
し
て
い
く
に
は
、
診
療
報
酬
だ
け

の
話
だ
け
で
も
駄
目
だ
し
、
税
の
話

だ
け
で
も
駄
目
。
医
療
機
関
の
税
制

上
の
優
遇
は
、
診
療
報
酬
が
廉
価
だ

か
ら
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
話
が
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
こ
を

一
体
的
に
議
論
し
て
ほ
し
い
」
と
述

べ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
消
費
税
法
の
「
消

費
税
を
課
さ
な
い
」
と
す
る
非
課
税

規
定
は
、
消
費
者
に
は
消
費
税
が
課

さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
真
の
意
味
で

非
課
税
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
。

そ
の
た
め
、
一
部
専
門
家
の
間
で

は
、
保
険
診
療
報
酬
に
係
る
消
費
税

を
真
の
意
味
で
非
課
税
と
す
る
た
め

税制改正要望の
重点項目に

医
療
機
関
が
消
費
税
で
悲
鳴

医
療
機
関
が
消
費
税
で
悲
鳴
!!!!

医
療
機
関
に
と
っ
て
、
社
会
保
険
料
報
酬
な
ど
の

消
費
税
は
、
経
営
を
圧
迫
す
る
頭
の
痛
い
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
医
師
会
が
こ
の
ほ

ど
発
表
し
た
平
成
23
年
度
税
制
改
正
に
向
け
た
要
望

「
２
０
１
１
年
度
医
療
に
関
す
る
税
制
に
対
す
る
意

見
」
に
も
、「
消
費
税
対
策
」
が
重
点
要
望
と
し
て

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
同
問
題
に
つ
い
て
の

税
制
改
正
要
望
は
、
毎
年
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の

で
、
解
決
の
糸
口
は
見
え
て
い
な
い
状
況
だ
。


